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の 遊 び 場 を つ く ろ な 

2023年 5月、中央公園内にオープンする「子ども室内遊戯施設」の 
愛称を募集します。 
みんなに親しまれ、愛される、素敵な愛称をお待ちしています！ 
 

① 親しみやすく、覚えやすいもの 

② 施設の目的やコンセプト、特徴などを 

イメージしやすいもの 

③ 応募者自身の創作によるもの 

子ども達がいつでも安心して遊べる遊び場をメインとし、 

町民が自由に交流や活動ができる憩いの場、たくさんの人が

集う賑わいの場となる、新たな地域コミュニティの拠点を 

町民の皆さんと「つくり」「育てる」まちづくりの拠点施設 

町内有識者等による審査会において、 

最優秀賞（1 点）、優秀賞（1 点）を 

選考します。 

最優秀賞：賞状及び図書カード（10,000 円） 

優 秀 賞：賞状及び図書カード（5,000 円） 

詳しい 
募集内容は 名称と命名の

理由（意味や
想いなど）、必
要事項を入力
して下さい。 

あい   しょう    ぼ    しゅう 

応募フォーム
からはこちら 

応募用紙を 
提出する方は 
裏面をご確認
ください。 



「南幌町子ども室内遊戯施設」愛称募集要領  

１．募集施設の概要 

  （１）建物の概要 

    ・建 設 地  南幌町中央公園内（多目的広場）/ 構造：木造 平屋建 / 延床面積：９９９．８９㎡ 

  （２）主な機能 

    ・遊戯エリア：遊びを通じて子ども達の「好奇心・創造性」を育み、運動能力の向上に繋がる遊具やアスレチックを設置 

    ・交流エリア（カフェスペース）：たくさんの方が自由で気軽に利用できるくつろぎの空間 

    ・体験エリア：体験活動や小規模なイベントを開催し、多世代の方が楽しめる体験と賑わいのエリア  

 （３）コンセプト 

・子ども達がいつでも安心して遊べる室内の遊び場をメインとし、町民が自由に活動や交流ができる憩いの場、たくさん

の人達が集う賑わいの場として新たな地域コミュニティの拠点を町民と共に「つくり」「育てる」まちづくりの拠点施設 

２．募 集 期 間 令和４年６月１日（水）から６月３０日（木）まで 

３．応 募 方 法 ① 所定の応募用紙に愛称・命名理由（意味や込められた想いなど）の他、必要事項を記入し役場まちづくり課へ

持参若しくは、町民意見箱（役場、あいくる、ぽろろ、夕張太ふれあい館）への投函、電子メールにより提出。 

② Facebook 及び町民向け LINE については、添付の応募フォームより応募。 

③ 南幌小学校については、応募フォームへ誘導するチラシを作成し、保護者より応募してもらう。 

※ 作品は、１人１点とし自作かつ未発表のものに限ります。 

４．応 募 資 格 南幌町に在住する者に限る 

５．愛称の基準 ① 親しみやすく、覚えやすいもの 

        ② 施設の目的やコンセプト、特徴などをイメージしやすいものであること 

        ③ 応募者自身の創作による未発表のもので、第三者の著作権、商標権などの知的財産権を侵害しないもの 

６．審 査 方 法 応募された作品の中から、商標登録済みの作品や類似施設での同名称が無いか確認作業を行い、その後町内有識

者において選考する。なお、同一の作品があった場合は、副賞を按分し表彰します。 

        選考結果に関するお問合せには一切応じることはできませんのでご了承下さい。 

７．表   彰 最優秀賞 １点 賞状及び副賞（図書カード 10,000円）/ 優秀賞 １点 賞状及び副賞（図書カード 5,000 円） 

８．発表および表彰  

各賞の入賞者は、直接本人に通知するほか、町広報及びホームページ、Facebook、町民向け LINE により周知す

る。表彰については、別途本人へ周知します。 

９．そ の 他 ①入賞作品の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む）、その他一切の権利は南幌町に帰属し

ます。 

②応募作品について、著作権等に関わる問題が生じた場合は、全て応募者の責任となります。 

③応募された作品は、返却しません。 

④応募作品は、審査会において加筆・修正等を行った上で入賞作品とする場合があります。 

⑤応募用紙に記載された個人情報については、本事業実施に係る事務以外には使用しません。なお、入賞者の 

氏名（子どもの場合は年齢）及び住所（行政区）については、公表されます。 

⑥本募集要領の規定に違反したものは、審査の対象となりません。後日違反が判明した場合には、入賞を取り消 

す場合があります。 

⑦作品を応募した時点で本募集要領の記載事項に同意したものとします。 

10．お問い合わせ 

役場まちづくり課企画情報グループ 

電話 ０１１－３９８－７０１９ / メールアドレス g-kikaku@town.nanporo.hokkaido.jp 

 

 

 

名  前  
 

住所 南幌町 電話  

年 齢 
    歳   

☆学生の場合は 
学校名と学年 

         学校   年 性 別  男 ・  女 

愛 称  

名付けた理由 

込められた 

想いなど 

 

南幌町子ども室内遊戯施設 愛称募集 応募用紙 
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